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第１章 総 則 

 

（業 務 名） 

第１条 令和７年度モータースポーツ振興可能性調査フォローアップ業務 

 

（業務履行期間） 

第２条 契約締結日の翌日 から 令和 8年 3月 19日 （予定）まで 

 

（業務目的） 

第３条 うるま市（以下「本市」という。）では、昨年度まで観光誘客及び観光消費につ

ながる地域資源を活用したモータースポーツ振興の目指す姿を明らかにし、本市が

取組む競技やモータースポーツによる地域活性化に向けた実証イベントの実施・効

果検証を行い、今後のモータースポーツ競技及びイベント開催の方向性を検討した

ところである。令和 7年度は、モータースポーツ普及による滞在型観光の推進及び

観光消費拡大を図り、持続的なものとするため、これまでに実施した実証イベント

効果検証に加え、より多角的に本市の地域資源を活用したモータースポーツ競技及

びイベント開催の方向性について調査検討を行うことを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第４条 本仕様書は、本市が発注する令和 7年度モータースポーツ振興可能性調査フォロ

ーアップ業務（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

（疑  義） 

第５条 受注者は、本仕様書に疑義を生じた場合、あらかじめ契約前に明確にしておくも

のとするが、契約後に疑義が生じた場合は、本市と協議してその指示に従わなけれ

ばならない。 

 

（業務計画） 

第６条 受注者は、あらかじめ業務に必要な業務計画を立て、本市と協議しなければなら

ない。 

 

（成果品の検査） 

第７条 受注者は、本仕様書に定められた業務を行い、成果品の検査に合格したときに業

務は完了するものとするが、業務完了後において誤りを発見したときは、直ちにこ

れを訂正するものとする。 

 

（一般事項） 

第８条 ⑴ 受注者は、関係法令を遵守し誠実を旨として業務にあたらなければならない。 
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    ⑵ 受注した業務を他に再委託する場合は、事前に協議の上承認を得ること。 

    ⑶ 受注者は、本業務により知り得た事項については、秘密を厳守し、他に漏ら

してはならない。 

⑷ 本業務中に、地域住民や権利者から業務に関して異議があった場合、速やか

に本市と協議すること。 

    ⑸ 受注者は、本業務の実施にあたり十分な知識と経験を有する主任担当者（管

理技術者、業務責任者等）を配置し、進捗状況を適宜報告のうえ調整を図る

こと。また、業務に応じて複数の担当者（主任技術者、業務主任者等）を配

置することとする。 

    ⑹ 受注者は、業務の着手及び完了にあたり、以下の書類を提出しなければなら

ない。 

      ア 着手届  イ 工程表  ウ 業務計画書  エ 主任担当者等届 

      オ 業務担当職員表  カ 経歴書  キ 業務完了届 

ク 業務成果物引渡書 ケ その他協議により指示のあった書類 

    ⑺ 受注者は、業務のために必要な関係官庁の手続きとその関係者に対して、常

に密な連携を取るととともに十分な協議を行い、円滑な業務の進捗を期さな

ければならない。 

    ⑻ 受注者は、契約遂行に必要な関係資料の貸与を本市に申し出ることができる。 

    ⑼ 本業務にて使用した資料や写真等の著作権については、すべて本市に帰属す

るものとする。なお、本業務に使用する写真等については特に留意し、必要

に応じ受注者自ら、その版権者（著作権者）に承諾を得るものとする。 

    ⑽ 本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは本仕様書の記載

事項に疑義が生じた場合は本市と協議すること。 

    ⑾ その他、本業務公募型プロポーザル方式実施要領を遵守すること。 
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第２章 業務内容 

 

（対象区域） 

第９条 本業務の対象区域は、うるま市内とする。 

 

（業務内容） 

第10条 本業務において、以下の内容の業務を行う。 

（１） モータースポーツ振興可能性調査フォローアップ業務 

１）調査業務報告書等を基に、多角的かつ広域的な視点からうるま市の地域資源

を活用した観光誘客及び観光消費につながるモータースポーツ競技及びイベン

ト開催のあり方や方向性の仮説を立て、仮説ごとの課題やメリット・デメリッ

トの洗い出し、収支シミュレーションを行い、後項「（３）実証イベントの実施」

と併せて比較検討する。 

 

（２）事業継続性の検証 

（１）の比較検討と併せ、後項「（３）５）効果の測定」のアンケート結果及び実

証イベントに係る経費等の精査を踏まえ、継続的に開催するための課題や民間主導

の可能性について検討を行うこと。 

 

（３） 実証イベントの実施 

◼ 開 催 日：令和 8年 1月中旬 ～ 令和 8年 2月上旬日（2日間開催予定） 

◼ 場  所：伊計島温泉 AJ リゾートアイランド伊計島内サーキット 

◼ 競 技：レーシングカート・ミニバイク（予定） 

         

 

 

 

 

※詳細 は受託者決定後に協議し決定する。 

【業務詳細】 

   １）イベントの総合企画（総合プロデュース業務） 

イベントでは、地域をはじめ県内の各モータースポーツ関係者や関連事業者、

市関連部署等との連携を図り、本市の地域資源を活用したモータースポーツ振

興に資するコンテンツを実施する予定であり、これらの各コンテンツについて、

本市及び関係者と綿密な打ち合わせ等を行い、イベント全体の企画を実施する。 
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① 付帯コンテンツ 

 競技者や関係者、来訪者等への食の提供ができるコーナーを設ける。 

● キッチンカー        
   

 

 

 

 

 

 

② ステージコンテンツ（開会セレモニー、表彰式、閉会式など） 

● 市長挨拶（開会セレモニー）  ● 副市長挨拶（表彰式・閉会式） 

   

③ その他本イベントの目的に合致する各種コンテンツ 

   ２）パンフレット（フライヤー）の製作、配布 

イベント当日、イベント内容をはじめイベント目的、会場案内などを盛り込

んだパンフレット（フライヤー）を製作、会場内に設置する。 

   ３）会場内の安全対策及び来場者の安全確保 

イベントの実施にあたっては、安全を第一に考え、競技会場内の安全対策を

はじめ、会場内の安全対策を徹底し、競技者や関係者、来場者等への安全を万

全に確保する。 

   ４）会場内サインの製作及び適正配置 

イベント会場は、競技者や関係者、来場者等に対し分かりやすいサインを製

作し、会場内の適切な場所に配置する。 

５）効果の測定 

① アンケートの実施 

本イベント実施の効果を定性的に把握すること、また、次年度以降のイベン

ト開催の検討を図るため、競技者や関係者、来場者等へアンケートを実施する。

アンケート調査実施にあたっては、より多くの回答が得られるよう努めるもの

とする。 
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※アンケート調査項目や回収サンプル数などについては、発注者と協議の上、

決定する。 

   ６）業務マニュアルの作成 

   イベント当日は、スタッフの業務割り振りを行うとともに、イベントがス

ムーズに進行するよう、各業務におけるマニュアルを作成するものとする。 

※職員の動員人数及び業務等については、イベント企画内容に応じて本市と協

議のうえ決定する。 

 

（４）打合せ及び協議 

本業務を円滑に進めるため、必要に応じて適宜打合せ・協議を行う。 

また、その内容について議事録を作成し、市の確認を受けること。 

 

（５）市との調整 

１）資料提供の協力 

① 本業務は、沖縄振興特別推進市町村交付金を活用するものであり、交付金の適

正な執行を確認するため、必要に応じて資料の作成及び提出を求める場合があ

る。 

２）イベント期間中に想定される事態に対応する体制をとること。 

３）その他、本業務の実施に際し、市の要請に速やかに応じること。 

 

（６）業務実施報告書の作成 

本委託業務の成果物として、以下を作成し、業務完了報告とともに提出するもの

とする。 

１）業務実施報告書（A4縦） ·········· ５部 

２）報告書（A4製本） ················ ５式 

３）電子データ（ＣＤ－Ｒ） ·········· １式 

４）その他必要な資料 ················ １式 

 

（支給材料及び貸与物件） 

第11条 支給材料及び貸与物件は次のとおりとする。 

① うるま市モータースポーツ振興可能性調査フォローアップ業務報告書（令和 5

年 3月策定） 

② モータースポーツ振興推進フォローアップ業務（令和 6年 3月策定） 

③ モータースポーツ振興推進事業報告書（令和 7年 3月策定） 

 

（留意事項） 

第12条  留意事項は次のとおりとする。 
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① 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の

請負契約の仕様書とは異なる場合がある。 

② 企画提案書の内容を業務計画書及び見積書に反映すること。 


